
　
防
災
や
防
犯
な
ど
、
地
域
の
安
全
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
空
家
。
市
内
で
増
え
続
け
て
い
る

空
家
へ
の
対
策
と
し
て
、「
長
浜
市
空
家
等
に
関
す
る
条
例
」を
10
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

　
市
内
に
お
け
る
空
家
の
現
状
と
、
条
例
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
空
家
の
現
状
】

　
市
内
の
空
家
数
は
約
２
，６
５
０
戸
。
う
ち

約
２
割
が
、
放
置
す
れ
ば
倒
壊
し
た
り
す
る
な

ど
著
し
い
危
険
が
あ
る
「
特
定
空
家
等
」
と
さ

れ
、
今
後
さ
ら
に
増
え
続
け
る
と
予
想
さ
れ
て

い
ま
す
。

【
空
家
が
引
き
起
こ
す
問
題
】

　
空
家
が
放
置
さ
れ
、
老
朽
化
が
進
む
と
、
倒

壊
の
危
険
度
が
増
す
ほ
か
、
防
災
、
防
犯
、
生

活
環
境
に
支
障
を
お
よ
ぼ
し
、
近
隣
住
民
が
不

安
を
感
じ
た
り
、
被
害
を
受
け
た
り
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
景
観
が
損
な
わ
れ
た
り
、

地
域
活
力
の
低
下
に
繋
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。

【
所
有
者
・
管
理
者
の
責
務
】

　
空
家
は
個
人
の
財
産
で
あ
り
、
適
切
な
管
理

は
所
有
者
等
の
責
務
で
す
。
条
例
で
は
、
所
有

者
等
の
責
務
等
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。

○ 

周
辺
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
空
家
等

の
活
用
お
よ
び
管
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

○ 

空
家
等
を
使
用
す
る
見
込
み
が
な
い
と
き

は
、
売
買
、
賃
貸
、
譲
渡
も
し
く
は
そ
の
他

の
活
用
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

・ 

空
家
等
を
除
去
し
た
土
地
を
利
用
し
な
い
状

態
で
放
置
せ
ず
、
適
切
な
管
理
を
行
う
と
と

も
に
、
活
用
し
た
り
流
通
さ
せ
る
よ
う
努
め

ま
し
ょ
う
。

・ 

お
持
ち
の
空
家
等
が
特
定
空
家
等
と
な
ら
な

い
よ
う
、
自
ら
の
責
任
で
適
切
に
管
理
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
特
定
空
家
等

の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
責
任
を
持
っ
て
直

ち
に
そ
の
状
態
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

【
民
官
連
携
の
取
組
】

　
予
防
、
活
用
、
適
切
な
管
理
、
除
却
お
よ
び

跡
地
活
用
の
各
段
階
で
、
所
有
者
等
と
と
も
に

次
の
役
割
を
担
い
ま
す
。

　
自
治
組
織
：
空
家
の
発
生
予
防

　
事 

業 

者
：
空
家
、
跡
地
の
活
用
、
流
通
協
力

　
市 

民 

等
：
空
家
の
活
用
、
発
生
予
防
協
力

　
市
民
活
動
団
体
等

：
空
家
の
活
用

　
市
　
　
　
： 

広
報
啓
発
活
動
、
相
談
、
助
言
、

情
報
提
供
、
自
治
組
織
の
取
組

支
援
、
関
係
機
関
等
の
交
流
促

進
等

　
所
有
者
等
の
責
務
が
果
た
せ
ず
、
管
理
放
棄

さ
れ
た
空
家
に
つ
い
て
は
、
市
が
助
言
、
指
導
、

勧
告
、
命
令
等
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
情
報
提
供

　
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
空
家
等
を

発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
情
報
を

市
に
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

②
実
態
調
査

　
市
は
、
情
報
の
提
供
が
あ
っ
た
と
き
や
、
適

切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
空
家
等
が
あ
る

と
認
め
た
と
き
は
、
実
態
調
査
・
所
有
者
調
査

を
行
い
ま
す
。

③
特
定
空
家
等
の
判
定

　
長
浜
市
空
家
等
対
策
推
進
会
議
で
、
基
準
に

基
づ
い
て
「
特
定
空
家
等
」
か
「
特
定
空
家
等
以

外
の
空
家
」か
を
判
定
し
ま
す
。

④
助
言
・
指
導

　「
特
定
空
家
等
以
外
の
空
家
」
に
対
し
て
は
、

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
助
言
を
行
い
ま
す
。

　「
特
定
空
家
等
」
に
対
し
て
は
、
速
や
か
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
指
導
を
行
い
ま
す
。

◆
特
定
空
家
等
に
該
当
す
る
場
合

⑤
勧
告

　
指
導
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
な

措
置
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、
期
限
を
定
め

て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
勧
告
し
ま
す
。

※ 

こ
の
場
合
、
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資
産

税
等
の
軽
減
対
象
か
ら
外
れ
ま
す
。

※ 

勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
所
定
の
事
項
を

記
し
た
標
識
を
設
置
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑥
命
令

　
勧
告
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
を
期
限
ま
で
に

講
じ
な
い
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
勧
告
ど
お

り
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
命
令
し
ま
す
。

※ 

命
令
に
違
反
し
た
場
合
、
50
万
円
以
下
の
科

料
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

※ 

命
令
し
た
場
合
は
、
所
定
の
事
項
を
公
表
し
、

標
識
を
設
置
し
ま
す
。

⑦
緊
急
安
全
措
置

　
命
じ
ら
れ
た
措
置
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、

市
が
自
ら
必
要
最
低
限
の
措
置
を
行
う
か
、
第

三
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

措
置
に
要
し
た
経
費
は
、
所
有
者
等
に
請
求

し
ま
す
。

「
長
浜
市
空
家
等
に
関
す
る
条
例
」
を
施
行
し
ま
す

問
建
築
住
宅
課
（
☎
６
５

－

６
５
３
３
）　

管
理
不
十
分
な
空
家
へ
の
対
応

　
〜
自
ら
の
意
志
で
対
応
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
〜

《
空
家
出
前
講
座
の
お
知
ら
せ
》

　
申
込
受
付
中
で
す
。
申
込
み
・
問
合
せ
は

建
築
住
宅
課
ま
で
。

空家に関する有識者等で構成する「長浜市空
家等対策推進会議」で、空家ごとに基礎、土台、
はり、屋根、外壁等の危険度を点数化し、合
計が100点以上のものを「特定空家等」と認
定します。
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身
近
な
公
共
交
通
機
関
と
し
て
ご
利
用
い

た
だ
い
て
い
る
路
線
バ
ス
や
乗
合
タ
ク
シ
ー
の

お
得
な
情
報
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
公
共
交
通
機
関
を
積
極
的
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

●
バ
ス
定
期
券
は
通
信
販
売
で

　
湖
国
バ
ス
㈱
で
は
、
定
期
券
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

申
し
込
む
通
信
販
売
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

０
７
４
９

－

２
２

－

３
３
１
６

●
バ
ス
で
の
買
い
物
・
通
院
に
は

　
小
判
手
形
、
余
呉
パ
ス
が
便
利
で
す

○
湖
国
バ
ス
㈱「
小
判
手
形
」

　
65
歳
以
上
限
定
の
定
期
券
で
、
１
か
月

２
，１
０
０
円
、
３
か
月
５
，２
０
０
円
、
６

か
月
９
，３
０
０
円
。
乗
車
の
際
に「
小
判
手

形
」
を
提
示
す
れ
ば
１
乗
車
１
０
０
円
で
乗

車
で
き
ま
す
。

○
㈱
余
呉
バ
ス「
余
呉
パ
ス
」

　
61
歳
以
上
限
定
の
定
期
券
で
、
１
か
月

２
，０
０
０
円
、
３
か
月
５
，０
０
０
円
、
６

か
月
９
，０
０
０
円
。
乗
車
の
際
に「
余
呉
パ

ス
」
を
提
示
す
れ
ば
１
乗
車
２
０
０
円
で
乗

車
で
き
ま
す
。

●
乗
合
タ
ク
シ
ー
は
回
数
券
が
お
得
で
す

　
乗
合
タ
ク
シ
ー
は
、
バ
ス
路
線
が
な
い
地

域
で
、
希
望
す
る
時
間
や
乗
降
場
所
を
あ
ら

か
じ
め
予
約
し
て
利
用
い
た
だ
く
サ
ー
ビ
ス

で
す
。
利
用
に
は
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
お
得
な
回
数
券
を
販
売
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
回
数
券
】12
枚
綴
り
３
，０
０
０
円

●
運
転
免
許
自
主
返
納
者
を
支
援
し
ま
す

　
運
転
免
許
を
自
主
返
納
し
た
人
に
対
し
、

公
共
交
通
を
利
用
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
よ

う
、
バ
ス
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
回
数
券
を
交

付
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

【
交
付
内
容
】

　
バ
ス
普
通
回
数
券
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
回
数

乗
車
券
の
い
ず
れ
か
２
，０
０
０
円
分

【
対
象
者
】

　
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
有
効
期
限
を
残

し
た
運
転
免
許
の
全
部
を
警
察
署
等
へ
返
納

し
た
人

【
申
請
期
間
】

　
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

※ 

運
転
免
許
を
返
納
し
た
日
か
ら
６
か
月
以

内
に
本
人
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

○ 

免
許
返
納
時
に
警
察
署
等
で
交
付
さ
れ
る

「
運
転
免
許
取
消
通
知
書
」の
写
し
、
ま
た

は「
運
転
経
歴
証
明
書
」の
写
し

○
印
鑑

● 

警
報
発
令
時
に
は
運
行
を
休
止
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す

　
台
風
等
に
よ
り
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合

に
は
、
市
内
で
運
行
す
る
バ
ス
・
乗
合
タ
ク

シ
ー
の
運
行
を
休
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
運
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

運
行
事
業
者
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】

●
バ
ス

　
湖
国
バ
ス
㈱（
余
呉
地
域
以
外
）

　
☎
６
４

－

１
２
２
４

　
㈱
余
呉
バ
ス（
余
呉
地
域
）

　
☎
８
６

－

８
０
６
６

●
乗
合
タ
ク
シ
ー

　
近
江
タ
ク
シ
ー
㈱（
西
黒
田
・
神
田
・
び
わ
）

　
☎
６
２

－

０
１
０
６

　
滋
賀
中
央
タ
ク
シ
ー
㈱（
浅
井
）

　
☎
７
４

－

４
５
６
６

　
伊
香
交
通
㈱（
木
之
本
）

　
☎
８
２

－

２
１
３
５

●
公
共
交
通
全
般
に
関
す
る
こ
と

　
都
市
計
画
課

　
☎
６
５

－

６
５
６
２

路
線
バ
ス
・
乗
合
タ
ク
シ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問
都
市
計
画
課
（
☎
６
５

－

６
５
６
２
）　

車いすの人も乗車いただきやすいノンステップバスも運行しています。
※全車両がノンステップバスではありません。事前にお問合せください。

市内で運行している乗合タクシー

タクシー名 運行区域 申請・登録 問合せ

ひょうたん 西黒田・神田
西黒田公民館

神田公民館
都市計画課

☎６５－６５６２
お市ちゃん 浅井 浅井支所

わかあゆ びわ びわ支所

木之本デマンド 木之本一部 北部振興局

※乗合タクシーの事前申請は都市計画課〈東館２階〉でもできます。
　回数券は下記タクシー会社で販売しています。
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